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○南会津町ふるさとサポーターズ設置要綱 

令和２年４月１日 

告示第27号 

（設置） 

第１条　この要綱は、南会津町の魅力を広く発信し、交流又は連携の輪を国内

外に広げることにより南会津町の知名度を高め、地域振興及び定住の推進を

図るため、南会津町ふるさとサポーターズを設置する。 

（サポーター） 

第２条　南会津町ふるさとサポーターズは、南会津町ふるさとサポーター（以

下「サポーター」という。）として町に登録した者とする。 

２　サポーターとして登録できる者は、南会津町外に在住する次のいずれかに

該当する者とする。 

(1)　南会津町の出身者 

(2)　南会津町にゆかりのある者 

(3)　南会津町の魅力を自発的に発信しようとする者 

(4)　南会津町を応援してくれる者 

（活動内容） 

第３条　サポーターは、次に掲げる活動を行うものとする。 

(1)　南会津町の歴史、文化、自然環境、食、観光その他魅力ある地域情報等

の発信及び応援活動に関すること。 

(2)　南会津町への企画提言、改善アドバイス、情報提供、アンケートへの回

答、イベントへの参加等に関すること。 

(3)　観光、特産品等の地域資源の発掘及び振興に関すること。 

(4)　南会津町を訪れること。 

(5)　その他町長が必要と認める活動に関すること。 

（報酬） 

第４条　サポーターに対する報酬は、支給しないものとする。 
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（登録の申込み） 

第５条　サポーターに登録しようとする者は、南会津町ふるさとサポーター登

録申込書（様式第１号）又は登録フォーム利用して町長に申込をしなければ

ならない。 

（登録） 

第６条　町長は、登録申込みがあったときは、その内容を審査し、適切である

と認めたときは、次の各号に掲げる事項を南会津町ふるさとサポーターズ登

録名簿に登録するものとする。 

(1)　登録認定日 

(2)　登録申込みの内容 

(3)　その他町長が必要と認める内容 

２　前項の規定に関わらず、南会津町暴力団排除条例（平成24年南会津町条例

第４号）第２条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する場合には、登

録を行わないものとする。 

３　町長は、第１項による登録をしたときは、サポーターに対して南会津町ふ

るさとサポーター登録証（様式第２号）を交付する。 

（登録の有効期間） 

第７条　サポーターの登録の有効期間は、前条の規定により登録をした日から

起算して、１年が経過した日以降最初に到来する３月末日までとする。ただ

し、サポーターから有効期間満了の１か月前までに登録の取消しの意思表示

がない限り、有効期間満了の翌日を開始日として２年間有効期限を延長し、

以後も同様とする。 

（登録内容の変更） 

第８条　サポーターは、登録申込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに変

更内容を町長に届け出なければならない。 

（登録の取消し） 
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第９条　町長は、サポーターから取消しの申出があった場合又は次の各号のい

ずれかに該当する場合は、第６条の規定による登録を取り消すことができる

ものとする。 

(1)　サポーターが南会津町の名誉を毀損し、又はサポーターの目的に反した

行為があったとき。 

(2)　サポーターが提出した登録申込みの内容に偽りその他不正があったと

き。 

(3)　居所不明となったとき。 

(4)　その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。 

（特典） 

第10条　サポーターに与える特典は、次に掲げるとおりとする。 

(1)　ふるさと住民票（様式第３号）の交付 

(2)　イベント等の各種情報提供 

(3)　サポーターの活動に必要な刊行物等の提供 

(4)　その他町長が適当と認めるもの 

（禁止行為） 

第11条　サポーターは、その地位を営利目的で使用してはならない。 

（責任） 

第12条　サポーターが第３条に規定する活動又はその活動の範囲を逸脱するこ

とにより第三者に損害等を与えた場合は、当該サポーターが全ての責任を負

うこととし、南会津町は一切の責任を負わないものとする。 

（庶務） 

第13条　サポーターの庶務は、総合政策課において処理する。 

（委任） 

第14条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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附　則（令和５年告示第69号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附　則（令和５年告示第68号） 

この告示は、令和５年７月１日から施行する。 

附　則（令和７年告示第39号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

　　附　則（令和７年告示第71号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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